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横浜市情報公開・個人情報保護審査会答申第1539号について 
 

 

横浜市情報公開・個人情報保護審査会（会長 藤原 靜雄）は、本日、次の答申を行い、

横浜市長が行った個人情報一部開示決定は妥当であると判断しています。 

 

１ 答申の件名  

「戸籍証明等請求書（平成29年特定月日甲交付分）」の個人情報一部開示決定に対する審査

請求についての答申 

【答申第1539号】 

２ 諮問までの経過等  
 

 

答申

番号 
請求日 決定通知日 審査請求日 諮問日 請求者 実施機関 

1539 平成29年７月４日 平成29年７月18日 平成29年10月10日 平成29年11月７日 個人 市長 
 

 

３ 対象保有個人情報、原処分の決定内容、審査会の結論  
 

答申 
番号 

対象保有個人情報 原処分の決定内容･主な理由(概要) 
審査会 
の結論 

 

 

 

1539 

 

 

 

 

「戸籍証明等請求書（平成29年特定

月日甲交付分）（以下「本件保有個

人情報」という。）」 

個人情報一部開示 

原処分

妥当 

横浜市個人情報の保護に関する条例（平成

17年２月横浜市条例第６号。以下「条例」

という。）第22条第３号に該当 

（本人開示請求者以外の個人に関する情報

であって、開示することにより特定の個人

が識別されるため。） 

 

４ 審査会の判断の要旨  
 

答申 
番号 

判断の要旨 

 

 

 

1539 

 

 

《戸籍の謄本等の請求に係る事務について》 

ア 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクを

もって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面（以下

「戸籍謄本等」という。）の請求に関しては、戸籍法（昭和22年法律第224号）第10条及

び第10条の２に規定されている。 

平 成 3 1 年 １ 月 1 1 日 
市 民 局 市 民 情 報 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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番号 
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 また、戸籍の附票（磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあっては、

当該戸籍の附票に記録されている事項を記載した書類）の写しの請求に関しては、住民基

本台帳法（昭和42年法律第81号）第20条に規定されている。 

イ 戸籍法第10条第１項では、「戸籍に記載されている者・・・又はその配偶者、直系尊属

若しくは直系卑属」は、戸籍謄本等の交付の請求をすることができることとされている。

また、戸籍法第10条の２では、同法第10条第１項に規定する者以外の者からの請求、国又

は地方公共団体の機関からの公用請求及び弁護士等からの職務上請求について規定して

いる。 

  また、住民基本台帳法第20条第１項では、「戸籍の附票に記録されている者又はその配

偶者、直系尊属若しくは直系卑属」は、戸籍の附票の交付の請求をすることができること

とされている。また、住民基本台帳法第20条第２項から第４項まででは、同法第20条第１

項に規定する者以外の者からの請求、国又は地方公共団体の機関からの公用請求及び弁護

士等からの職務上請求について規定している。 

《本件保有個人情報について》 

本件保有個人情報は、戸籍法第10条又は第10条の２及び住民基本台帳法第20条第１項又は

同条第２項から第４項までに基づき、審査請求人の戸籍全部事項証明書（謄本）及び戸籍の

附票の全員の写し（以下「本件戸籍証明等」という。）の交付を求めて提出された戸籍証明

等請求書である。 

実施機関は、本件保有個人情報に記載されている「窓口に来た人」欄の住所、氏名、生年

月日、電話番号及び窓口に来た人が請求者本人であるか代理人・使者であるかの別（以下「個

人情報１」という。）、「請求者本人は」欄（以下「個人情報２」という。）、「権限確認

書類」欄及び「本人確認」欄（以下「個人情報３」という。）並びに本人開示請求者以外の

個人のサイン（以下「個人情報４」という。）のうち慣行として公にされていない公務員等

に係る個人のサインを条例第22条第３号に該当するとして非開示としている。 

《条例第22条第３号本文前段の該当性について》 

ア 個人情報１について 

 (ｱ) 個人情報１のうち、個人の住所、氏名、生年月日及び電話番号は、本人開示請求者

以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであるこ

とから、本号本文前段に該当する。     

(ｲ) また、個人情報１のうち、窓口に来た人が請求者本人であるか代理人・使者である

かの別は、本人開示請求者以外の個人に関する情報であり、窓口に来た人と平成29年

特定月日甲付「戸籍の附票」（写）（以下「本件戸籍の附票の写し」という。）等の

請求者本人（以下「本件戸籍証明等請求者」という。）との関係を明らかにするもの

であって、住所、氏名、生年月日及び電話番号を非開示としても、なお他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別することができるものであることから、本号本

文前段に該当する。 

イ 個人情報２について 

当審査会が本件保有個人情報を見分したところ、個人情報２は、本件戸籍証明等請求者

と戸籍に名前がある人との関係及び請求の理由を記載する欄であった。個人情報２の記載

は、本人開示請求者以外の個人に関する情報であり、本件戸籍証明等請求者と戸籍に名前

がある人との関係性を示すものであって、特定の個人を識別することができるものである

ことから、本号本文前段に該当する。 

ウ 個人情報３について 

当審査会が本件保有個人情報を見分したところ、個人情報３のうち、「本人確認」欄は、

窓口に来た人の本人確認資料として使用した書類の種別を記載するためのものであった。

また、個人情報３のうち、「権限確認書類」欄は、窓口に来た人が代理人又は使者であっ

た場合に、当該代理人又は使者の権限を確認するために使用した書類の種別を記載するた

めのものであった。 

これらの情報は、本人開示請求者以外の個人に関する情報であり、窓口に来た人と本件

戸籍に名前がある人との関係又は窓口に来た人と本件戸籍証明等請求者との関係を明ら
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かにするものであって、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きるものであることから、本号本文前段に該当する。 

エ 個人情報４について 

当審査会が本件保有個人情報を見分したところ、個人情報４には、本件保有個人情報に

係る証明発行事務を担当した職員の氏名のうちの一部が記載されていることが認められ

た。この点について実施機関に確認したところ、戸籍証明等の請求を受け付けた者、当該

戸籍証明等を出力した者、出力した戸籍証明等と請求の内容を照合した者及び当該戸籍証

明等を交付した者がサインをしているとのことである。そうすると、個人情報４は、本人

開示請求者以外の個人に関する情報であって、本人開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができるものであることから本号本文前段に該当する。 

《条例第22条第３号ただし書の該当性について》 

ア 審査請求人は、登記申請のため横浜地方法務局特定支局（以下「法務局」という。）に

提出された本件戸籍の附票の写しにより、本件戸籍証明等請求者及び窓口に来た人は、法

務局において公にされている情報であると主張している。仮に本件戸籍証明等請求者及び

窓口に来た人が既に公になっているとすれば、本件戸籍証明等請求者及び窓口に来た人

は、慣行として本人開示請求者が知ることができる情報に該当することとなり、個人情報

１及び個人情報２を非開示とする理由はなくなるため、以下検討する。 

(ｱ) 戸籍の附票の写しに記載されている情報は、当該戸籍に名前がある人の本籍、氏名、

住所等であり、その戸籍の附票の写しを請求した者及び実際に窓口に戸籍証明等請求

書を提出した者に関する情報は記載されていない。また、登記申請のため法務局に本

件戸籍の附票の写しを提出した人と戸籍証明等請求者及び窓口に来た人は必ずしも一

致するものではない。 

よって、本件戸籍証明等請求者及び窓口に来た人は既に公になっている情報とはい

えない。 

(ｲ) 本号ただし書アの慣行として本人開示請求者が知ることができる情報とは、事実上

の慣習として知ることができ、又は知ることが予定されている情報であり、本人開示

請求者が現に知ることができた情報であったとしても、それが個人的な事情にとどま

る限りは、慣行として本人開示請求者が知ることができる情報とはいえない。 

審査請求人は、様々な理由から本件戸籍証明等請求者が誰であるかを知ることがで

きたと主張するが、これらは、個人的な事情により知ることができた情報であり、慣

行として本人開示請求者が知ることのできる情報とはいえない。 

(ｳ) 以上のことから、個人情報１は、本号ただし書アに該当せず、個人情報２で識別さ

れる特定の個人は審査請求人が慣行として知ることができる情報とはいえない。 

イ なお、実施機関が非開示とした個人情報４については、当該個人はいずれも公務員であ

るが、本市嘱託員又はアルバイトであり、本市職員録等でも氏名が公にされておらず、慣

行として本人開示請求者が知ることのできた情報とはいえず、本号ただし書アには該当し

ない。 

  実施機関は本市職員録等で氏名が公にされている公務員の個人のサインについては、本

号ただし書アに該当するとして開示している。 

ウ また、個人情報１から個人情報４までは、いずれも本号ただし書イ及びウには該当しな

い。 

《その他》 

審査請求人は本件戸籍の附票の写しに審査請求人以外の者の記載があることから、不動産

登記手続に係る登記申請の目的と合致しておらず、審査請求人には請求の理由を知る権利が

あると主張する。しかし、正当な理由で請求し、取得した戸籍の附票の写しの使用用途の相

違をもって、当審査会の判断が左右されるものではない。 

《付言》 

実施機関は、本件処分を行うに当たり、非開示とした本人開示請求者以外の個人のサイン

を個人情報一部開示決定通知書に記載していない。当該部分についての当審査会の判断は前

記《条例第22条第３号本文前段の該当性について》エ及び《条例第22条第３号ただし書の該
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答申 
番号 

判断の要旨 

 

1539 

当性について》イで述べたとおりであるが、個人情報一部開示決定通知書及び個人情報非開

示決定通知書には非開示とする部分について漏れがないよう記載することを望むものであ

る。 

 

※ 答申全文については、次のＵＲＬをご覧ください。 

  http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/shiminjoho/shinsakai/toshin/ 

 

５ 条例（抜粋）  

横浜市個人情報の保護に関する条例（平成30年３月横浜市条例第８号による改正前のもの） 

（開示しないことができる保有個人情報） 

第22条 実施機関は、本人開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報・・・のいずれ

かが含まれている場合は、当該保有個人情報を開示しないことができる。 

（第１号及び第２号省略） 

 (3) 本人開示請求者以外の個人に関する情報・・・であって、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により本人開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、本人開示請求者以外の特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む。）又は本人開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな

いが、開示することにより、なお本人開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として本人開示請求者が知ることができ、又は知ることが

予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められ

る情報 

ウ 当該個人が公務員等・・・である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のうち当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

（第４号から第７号まで省略） 

 

お問合せ先 

市民局市民情報課長 犬塚 克  Tel 045-671-3881 
 


